
令和５年 中小事業者等取引公正化推進
アクションプラン

　公正取引委員会は、令和５年３月１日、令和４年に実施した緊急調査や自主点検の結果等を踏まえ、
新たに「令和５年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定し、適正な価格転嫁の実現
に向けて、取引の公正化の更なる推進を図っていきます。
　公正取引委員会は、引き続き、価格転嫁円滑化スキームに基づき、関係省庁と緊密に連携を図り、
中小事業者等から寄せられる情報も活用しつつ、執行強化の取組を進め、独占禁止法又は下請法に
違反する事案については、より積極的かつ厳正に対処していきます。

公正取引委員会ウェブサイト　独占禁止法O&A　Q20（抜粋）
　取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、一方的に、
著しく低い対価での取引を要請する場合には、優越的地位の濫用として問題となる
おそれがあり、具体的には、

❶ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、 価格の
交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと

　❷ 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求
めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従
来どおりに取引価格を据え置くことは、優越的地位の濫用として問題となるおそれがある。
　※「下請法に関する運用基準」においても同様です。

■ 重点的な立入調査
■ 下請法違反行為の再発防止が不十分な事業者に対する取組
■ 法違反等が多く認められる業種における取引適正化に向けた取組強化の把握

法律上問題となり得る取引価格の据え置きに関する考え方の周知

不当なしわ寄せに関する下請相談窓口の運用
（不当な下請取引）ゼロゼロ　110番
☎ 0120-060-110 【受付時間】10:00-17:00 （土日祝日・年末年始を除く。）

違反行為情報提供フォームの運用
　 中小事業者等が匿名で、買いたたきなどの違反行為を行っていると疑われる親事業者に関する
情報を提供できる「違反行為情報提供フォーム」を設置し情報を受け付けております。
（URL:https://www.jftc.go.jp/soudan/jyohoteikyo/kaitataki.html）

下請法の執行強化

独占禁止法及び下請法の考え方の周知徹底

申請などの手続きは不要です！

標準世帯

2,800円/月の
負担軽減

電気代
低圧契約の
家庭や企業など
1kWhあたり
7円支援

0120-013-305
全日9:00～17:00

詳しい情報はウェブサイトをご確認ください　https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/

電気・都市ガス料金の負担軽減策実施中
都市ガス代

1,000万m3未満の
家庭や企業など

1m3あたり
30円支援

高圧契約の
企業など

1kWhあたり
3.5円支援

標準世帯

900円/月の
負担軽減

お問合せ窓口

親事業者との取引で
困ったことがあれば、
まずご相談を！

受注者からの要請の
有無にかかわらず、
発注者から積極的に
価格転嫁に向けた
協議の場を設けて
いくことが重要です！
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出身地 愛媛県
略　歴 平成８年総理府入府。沖縄総合事務局総務部長を経

て現職。
趣　味 散歩、読書
抱　負 昨年７月に沖縄に着任し、このたび、次長として引き続

き沖縄振興に携わらせていただくこととなりました。よ
ろしくお願いいたします。
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出身地 鹿児島県
略　歴 昭和60年沖縄開発庁入庁。沖縄総合事務局総務部企

画調整課長を経て現職。
趣　味 ウォーキング
抱　負 青春時代をこの地で過ごし、これまで多くの方々に支え

られてきました。第二の故郷である沖縄の発展に貢献
できるよう微力ながら精一杯努めてまいりたいと思い
ます。
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●●●●●●●●●●●●●相談対応及び情報収集の実施
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お知らせ２　inomation

お知らせ３　inomation

お知らせ１　inomation

　


